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【出願番号】特願2014-169758(P2014-169758)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1345   (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月5日(2017.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域を有し、且つ前記表示領域の外側の領域に端子が形成されている基板と、
　前記端子上に配置される異方性導電部材と、
　前記異方性導電部材を介して前記端子に接続されるフレキシブルプリント基板と、
　前記端子に形成されている少なくとも１つの開口と、
　前記端子の前記開口の内側に配置され、前記異方性導電部材に接着される第１の突起と
、を備える
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記第１の突起と前記異方性導電部材との接着性は、前記端子と前記異方性導電部材と
の接着性よりも高いことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記基板の前記表示領域には、複数の層を含む積層構造が形成されており、
　前記第１の突起の材料は、前記複数の層のうちいずれかの層の材料と同じである、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記第１の突起はSiO2で形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の表示装置において、
前記基板には少なくとも１層の絶縁膜を備えた薄膜トランジスタが形成されており、
　前記第１の突起は、前記絶縁膜と同層であることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
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　請求項１に記載の表示装置において、
　前記端子は、金属膜と前記金属膜を覆う導電膜を含み、
　前記導電膜は、前記第１の突起の上面と前記第１の突起の側面とに重なり、且つ前記上
面の少なくとも一部を露出することを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記端子と隣接する第２の端子を更に備え、
　前記基板は、前記端子と前記第２の端子との間に配置され、前記異方性導電部材に接着
される第２の突起が形成されることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の表示装置において、
　前記第２の突起と前記異方性導電部材との接着性は、前記端子と前記異方性導電部材と
の接着性よりも高いことを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の表示装置において、
　前記第１の突起と前記第２の突起とは、同じ材料であることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記開口は、平面的に見て、前記フレキシブルプリント基板の端子と重ならない位置に
形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記フレキシブルプリント基板は、前記端子に接続される２つの端子を有し、
　前記開口は、前記２つの端子の間に位置していることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の表示装置において、
　前記端子には、前記２つの端子から電源電圧が供給されることを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記開口は、平面的に見て、前記端子の長さ方向における中心領域と重ならない位置に
形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の表示装置において、
　前記端子は、前記開口と、前記開口と離れて配置された第２開口とを有し、
　前記中心領域は、前記開口と前記第２開口との間に位置していることを特徴とする表示
装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記端子と並んで配置された、開口を有さない第３の端子を更に備え、
　前記端子の幅は、前記第３の端子の幅よりも大きい、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１６】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記第１の突起は、前記端子の端部に接していることを特徴とする表示装置。
【請求項１７】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記端子は矩形であり、４つの角部を有し、
　前記第１の突起は、前記４つの角部の各々に配置されていることを特徴とする表示装置
。
【請求項１８】
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　基板と、
　前記基板上に、前記基板の１辺に沿って配置された複数の端子と、
　前記複数の端子の上に配置される異方性導電部材と、
　前記異方性導電部材を介して前記複数の端子に接続されるフレキシブルプリント基板と
、を備え、
　前記複数の端子は、この順に配列する第１の端子、第２の端子、第３の端子を含み、
　前記第１の端子、前記第２の端子、前記第３の端子の各々は、少なくとも１つの開口を
有し、
　前記開口の内側には、前記異方性導電部材に接着される第１の突起が配置され、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間には、前記異方性導電部材に接着される第２の
突起が配置され、
　前記第２の端子と前記第３の端子との間には、前記異方性導電部材に接着される第３の
突起が配置され、
　前記第２の突起と前記第３の突起は、前記第２の端子と前記１辺との間の領域で互いに
接続し、
　前記第１の突起と前記異方性導電部材との接着性は、前記複数の端子と前記異方性導電
部材との接着性よりも高いことを特徴とする表示装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の表示装置において、
　前記基板には少なくとも１層の絶縁膜を備えた薄膜トランジスタが形成されており、
　前記第１の突起は、前記絶縁膜と同層であることを特徴とする表示装置。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の表示装置において、
　前記第１の突起、前記第２の突起、前記第３の突起は、同じ材料であることを特徴とす
る表示装置。
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